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平成１４年度全国道路標識週間の実施について

記 者 発 表 資 料

標識週間の実施については、道路標識の充実及び利用者の利便の向上を図ることを

目的として昭和５３年度より全国的に実施してきましたが、平成１４年度においても

引き続き道路管理者（沖縄総合事務局・沖縄県・日本道路公団 、公安委員会の協力）

を得て１０月１日から１０月７日まで実施します。

平成１４年９月２６日

沖 縄 総 合 事 務 局

沖 縄 県

日 本 道 路 公 団

問い合わせ：沖縄総合事務局 開発建設部 道路管理課（電話 ８６１－４９１１)

道路管理課長 高良（内線４４１１）

課 長 補 佐 玉城（内線４４１２）
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「 の実施について全国道路標識週間」

期 間：平成１４年１０月１日（火）～７日（月）

主 催：沖縄総合事務局・沖縄県・日本道路公団

１．目 的

道路標識は安全・快適・円滑な利用を保持する為の安全施設であり、道路が交通施設として

の機能を発揮し道路本体の構造が良好に保全される事はもちろんの事ですが、道路交通に対し

て種々の情報を提供する道路標識が適切に設置され管理されているかも重要です。

さらに、道路標識に対する住民の要望も多様化しており、分かりやすく、親しみやすい標識

の整備が求められています。

こうした状況の中、道路標識の設置状況及び表示内容等を広域的かつ集中的に点検し、道路

標識の効果的かつ計画的な整備・適切な維持管理を図るとともに、広く一般市民に道路標識の

重要性をＰＲし、また、道路標識に対する意見を求め、道路標識改善・向上に資することを目

的として「全国道路標識週間」を実施します。

２．実施内容

（１）広報活動

道路標識の果たす役割について、道路利用者の理解を深めるとともに、道路標識に対

、 、 、 、 、する関心を高めることを目的として ポスター ラジオ放送 パネル展示 道路情報板

電光掲示板等による広報活動を行います。また、標識に関するリーフレットの配布を次

のとおり予定しています。

１）リーフレット（沖縄版）配布

①配布日時及び場所

○１０月１日（火）１４：００～

・名護市許田（道の駅許田 ［北部国道事務所・北部土木事務所］）

・那覇市久茂地（パレット久茂地 ［南部国道事務所・南部土木事務所］）

・平良市西里（宮古島ｻﾝｴｰﾀｰﾐﾅﾙ店前 ［宮古支庁土木建築課］）

○１０月１日（火）１５：００～

・石垣市大川（石垣市公設市場前 ［八重山支庁土木建築課］）

○１０月２日（水）１４：００～

・北谷町美浜（ジャスコ北谷店 ［中部土木事務所］）

○１０月１日（火）～７日（月）

・沖縄自動車道那覇料金所・西原料金所［日本道路公団］
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２）パネル展示

①展示期間

１０月１日（火）ｐｍ～７日（月）ａｍ

②展示場所

沖縄県庁１Ｆロビー、道の駅「許田」

②展示内容

実物大の案内標識、諸外国の標識、おもしろ標識等

（２）標識ＢＯＸについて

１）設置箇所

現在、標識ＢＯＸは県内５１箇所に設置されており、道路利用者からの標識に関す

るご意見を受け付けています。又、沖縄総合事務局開発建設部のホームページからも

ご意見をお伺いしています。

ホームページアドレスは「 」http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/hyoshiki-box/index.html
です。

標識 は別紙－１の場所に設置されています。BOX
２）意見内容

平成１３年度（ ～ ）に寄せられた意見は１２件、平成１４年度H13.4.1 H14.3.31
（ ～ ）は３件です。H14.4.1 H14.9.20
意見の主な内容は、標識の破損・汚損、必要な場所に標識がない、表示内容がわか

りにくい、との意見となっています。

（３）標識点検パトロール

道路標識が適正に設置されているか、改善すべき点がないか等を、道路管理者及び道

路利用者が合同で利用者の多い幹線道路等に点検コースを選定し点検を行い、今後の効

率的かつ計画的な標識整備に反映させていきます。

①実 施 日：平成１４年１０月中

②ブ ロ ッ ク：北部地区（北部国道事務所・北部土木事務所）

中部地区（中部土木事務所・日本道路公団）

南部地区（南部国道事務所・南部土木事務所）

宮古地区（宮古支庁）

石垣地区（八重山支庁）

③点検コース：各ブロック（Ｌ＝２０～３０ｋｍ程度）

（４）標識改善懇談会

道路管理者及び道路利用者等が、標識に関する事項について話し合う場を設け、標識

に対する問題点や維持管理、今後の取り組みなど意見を交換することを目的に開催しま

す （開催時期：１０月末予定）。
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３．覚えて便利・案内標識

案内標識を設置しているのは道路管理者です

道路標識は、大きく分けて案内、警戒、規制、指示の４種類があり、案内標識と警戒

標識を国土交通省（沖縄総合事務局 、都道府県、市町村などの道路管理者が、また、）

規制標識と指示標識を主に公安委員会が設置しています。

一般道路の案内標識

案内標識には、

①目的地の方向や距離・路線名・路線番号など経路を案内する標識

②都府県・市町村の境界や地点を案内する標識

③道路の施設を案内する標識

といった様々なタイプの標識があります。
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新しい道路案内標識の整備

みちの案内標識は行き交う人々が、不案内な土地で自分の位置を確認でき安心して通

行するための”しるべ”です。

したがって、分かりやすく、親しみのもてる案内標識とするため、シンプルで”沖縄

らしい”ピクトグラムをデザインしました。

新しい交差道路標識の整備

交差道路の番号を案内する新しい標識を整備しています。道路マップで用いられる道

路の色と合わせて、国道では赤、主要地方道では緑、一般都道府県道では黄色の帯がつ

いています。現在、整備中ですのでこれから見かけるようになります。
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別紙－１

標 識 Ｂ Ｏ Ｘ 設 置 場 所

所●は新規設置箇

（北部） ９カ所

○北部国道事務所

○北部国道事務所（名護維持出張所）

○沖縄海洋博記念公園

○北部土木事務所

○「道の駅」許田

○「道の駅」おおぎみ

○「道の駅」ゆいゆい国頭

○給油所（２箇所）

（中部） ３カ所

○北部国道事務所（石川国道出張所）

○中部土木事務所

○給油所（１箇所）

（南部） ３０カ所

○沖縄総合事務局

○南部国道事務所

○南部国道事務所（与那原維持出張所、嘉手納国道出張所、那覇空港自動車道出張所）

○沖縄県庁

○南部土木事務所

○沖縄県警本部

○県民広場地下駐車場

○給油所（２箇所）

●レンタカー協会加盟各社（１９社）

（宮古） ３カ所

○沖縄県宮古支庁

○城辺町役場

○給油所（１箇所）

（八重山） ６カ所

○沖縄県八重山支庁

○オリックスレンタカー

○給油所（４箇所）

合計５１カ所


